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(57)【要約】
【課題】内法寸法を超える大きさの内容物を詰め込んで
も、周壁が破れにくい収納箱を提供する。
【解決手段】周壁１のコーナー部の縦罫線２を介して側
板３，４が隣り合い、側板３，４の上端にフラップ６，
７が連設され、天面の開口から球状農産物等の内容物Ｃ
が収納されて、フラップ６，７が閉じられる収納箱にお
いて、側板３，４が隣り合う少なくともいずれかのコー
ナー部に、縦罫線２を挟んで下部から上方へかけて間隔
が広がる補助罫線１１が刻設され、これにより、縦罫線
２と補助罫線１１の間に三角状部１２が形成され、内容
物Ｃの大きさに応じて、周壁１のコーナー部における三
角状部１２の補助罫線１１に沿った折曲角度及び縦罫線
２に沿った折曲角度が共に変化するものとする。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周壁(1)のコーナー部の縦罫線(2)を介して側板(3,4)が隣り合い、前記側板(3,4)の上端
にフラップ(6,7)が連設され、天面の開口から内容物が収納されて、前記フラップ(6,7)が
閉じられる収納箱において、
　前記側板(3,4)が隣り合う少なくともいずれかのコーナー部に、前記縦罫線(2)に対し下
部から上方へかけて間隔が広がる補助罫線(11)が刻設され、これにより、前記縦罫線(2)
と前記補助罫線(11)の間に三角状部(12)が形成され、
　内容物の大きさに応じて、前記周壁(1)のコーナー部における前記三角状部(12)の前記
補助罫線(11)に沿った折曲角度及び前記縦罫線(2)に沿った折曲角度が共に変化すること
を特徴とする周壁可変収納箱。
【請求項２】
　前記補助罫線(11)は、各コーナー部に前記縦罫線(2)を挟んで２本刻設され、前記縦罫
線(2)の両側に前記三角状部(12)が形成されていることを特徴とする請求項１に記載の周
壁可変収納箱。
【請求項３】
　前記周壁(1)の側板(3,4)に連設されたフラップ(6,7)が閉じた状態で、その先端同士が
突き合わされることなく、天面に開口部が残存するショートフラップ形式であることを特
徴とする請求項１又は２に記載の周壁可変収納箱。
【請求項４】
　前記側板(3,4)の三角状部(12)の上端は、延長部分が連設されない開放端縁とされてい
ることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の周壁可変収納箱。
【請求項５】
　前記三角状部(12)の上端には、前記補助罫線(11)側から前記縦罫線(2)側へかけて、上
方へ突き出すように高くなるコーナー凸部(13)が形成されていることを特徴とする請求項
４に記載の周壁可変収納箱。
【請求項６】
　前記側板(3,4)の三角状部(12)の上端と前記フラップ(6,7)の側端部とが隅折繋部(14)を
介して繋がり、前記隅折繋部(14)は、前記補助罫線(11)との交点から前記フラップ(6,7)
の側縁へかけて間隔が広がる繋部罫線(14a,14b)に挟まれたものとされ、
　前記周壁(1)が膨れるように、前記三角状部(12)が前記補助罫線(11)に沿って折れ曲が
った状態で、前記フラップ(6,7)を閉じると、前記隅折繋部(14)が前記繋部罫線(14a,14b)
に沿って張り出すように折れ曲がることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の
周壁可変収納箱。
【請求項７】
　前記補助罫線(11)は、前記側板(3,4)からその上端に連なるフラップ(6,7)へかけて弧状
に湾曲し、前記フラップ(6,7)の側縁に達するように刻設され、前記フラップ(6,7)にも、
その側縁と前記補助罫線(11)の間に三角状部(12)が形成されていることを特徴とする請求
項６に記載の周壁可変収納箱。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、収納する内容物の大きさに応じて周壁の形状が変化する収納箱に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　キャベツ、レタス、カボチャ等の球状農産物を収納する段ボール製の収納箱として、図
１３に示すように、周壁５１のコーナー部の縦罫線５２を介して長さ方向及び幅方向の側
板５３，５４が隣り合い、側板５３，５４の上端に短いフラップ５５，５６が連設され、
天面の開口から内容物Ｃを収納して、フラップ５５，５６を閉じたとき、天面に開口部が
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残存するショートフラップ式のものが多用されている。
【０００３】
　このような収納箱は、内容物Ｃをある程度盛り上がるように詰め込んでも、フラップ５
５，５６を閉じることができるが、詰め込みすぎると、周壁５１のコーナー部に過度な張
力が作用し、周壁５１が縦罫線５２に沿って上端から裂ける恐れがある。
【０００４】
　ところで、下記特許文献１には、図１４に示すように、周壁６１のコーナー部に特徴を
有する収納箱として、縦罫線６２を挟んで隣り合う側板６３，６４の境界付近に、下端か
ら上方へかけてテーパー状に間隔が広がる補助罫線６５が刻設され、これにより、縦罫線
６２と補助罫線６５の間に三角状部６６が形成され、各コーナー部の隣接する三角状部６
６の上端に跨って隅縁片６７が連設されたものが記載されている。
【０００５】
　この収納箱では、隣接する三角状部６６の上端から隅縁片６７を内側へ折り曲げると、
周壁６１のコーナー部の縦罫線６２に沿った折れ曲がりが完全に伸びて、隣接する三角状
部６６が同一平面を形成する。
【０００６】
　そして、長さ方向の一方の側板６３の上端に連設された八角形の蓋板６８を閉じ、蓋板
６８の周囲に連設された差込片６９を下方へ折り曲げて箱内に差し込むと、天面が８角形
で底面が４角形をなす個性的で美しい外観を呈するので、果物やケーキ等の収納箱として
利用した場合、内容物のイメージを高めることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】実開昭６０－５４５１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記特許文献１に記載された収納箱においても、周壁６１の形状が隅縁
片６７の折り曲げに伴い固定的になることから、周壁６１の内法寸法よりも大きな内容物
を詰め込もうとすると、周壁が破れる恐れがある。
【０００９】
　そこで、この発明は、内法寸法を超える大きさの内容物を詰め込んでも、周壁が破れに
くい収納箱を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するため、この発明は、周壁のコーナー部の縦罫線を介して側板が隣り
合い、前記側板の上端にフラップが連設され、天面の開口から内容物が収納されて、前記
フラップが閉じられる収納箱において、
　前記側板が隣り合う少なくともいずれかのコーナー部に、前記縦罫線に対し下部から上
方へかけて間隔が広がる補助罫線が刻設され、これにより、前記縦罫線と前記補助罫線の
間に三角状部が形成され、
　内容物の大きさに応じて、前記周壁のコーナー部における前記三角状部の前記補助罫線
に沿った折曲角度及び前記縦罫線に沿った折曲角度が共に変化するものとしたのである。
【００１１】
　また、前記補助罫線は、各コーナー部に前記縦罫線を挟んで２本刻設され、前記縦罫線
の両側に前記三角状部が形成されているものとし、周壁のコーナー部で隣り合う三角状部
にそれぞれ補助罫線に沿った折れ曲がりが生じるようにしたのである。
【００１２】
　また、前記周壁の側板に連設されたフラップが閉じた状態で、その先端同士が突き合わ
されることなく、天面に開口部が残存するショートフラップ形式とし、内容物をある程度
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盛り上がるように収納しても、フラップが閉じられるものとしたのである。
【００１３】
　また、前記側板の三角状部の上端は、延長部分が連設されない開放端縁とされているも
のとし、三角状部がフラップの側端部に対して自由に折れ曲がるようにしたのである。
【００１４】
　さらに、前記三角状部の上端には、前記補助罫線側から前記縦罫線側へかけて、上方へ
突き出すように高くなるコーナー凸部が形成されているものとし、積上時における圧縮強
度を高めたのである。
【００１５】
　或いは、前記側板の三角状部の上端と前記フラップの側端部とが隅折繋部を介して繋が
り、前記隅折繋部は、前記補助罫線との交点から前記フラップの側縁へかけて間隔が広が
る繋部罫線に挟まれたものとされ、
　前記周壁が膨れるように、前記三角状部が前記補助罫線に沿って折れ曲がった状態で、
前記フラップを閉じると、前記隅折繋部が前記繋部罫線に沿って張り出すように折れ曲が
るものとし、
　前記フラップを周方向に順次折り曲げ、最後に折り曲げたフラップを最初に折り曲げた
フラップに乗り上げさせてフラップをロックした状態で天地反転させても、フラップのロ
ックが外れにくくなるようにし、内容物がこぼれ落ちないようにしたのである。
【００１６】
　さらに、前記補助罫線は、前記側板からその上端に連なるフラップへかけて弧状に湾曲
し、前記フラップの側縁に達するように刻設され、前記フラップにも、その側縁と前記補
助罫線の間に三角状部が形成されているものとし、
　前記周壁の三角状部に連動して、フラップの三角状部が補助罫線に沿って折れ曲がるよ
うにし、隅折繋部が存在しても、周壁の三角状部の補助罫線に沿った折れ曲りが阻害され
ないようにしたのである。
【発明の効果】
【００１７】
　この発明に係る収納箱では、内容物が大きくなるに従い、周壁のコーナー部における三
角状部が補助罫線に沿って折れ曲がり、その折曲角度が次第に大きくなると共に、縦罫線
に沿った折り曲げが伸びるので、フラップの付根となる天面の対向辺の間隔が拡大し、周
壁の内法寸法を超える大きさの内容物を詰め込んでも、周壁が縦罫線に沿って破れにくく
なり、農産物等の内容物をしっかりと包囲して運搬することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】この発明の第１実施形態に係る周壁可変収納箱のブランクを示す裏面図
【図２】同上の組立時の天側のフラップ閉止前の状態を示す斜視図
【図３】同上の天面が４角形のフラップ閉止状態を示す斜視図
【図４】同上の天面が１２角形のフラップ開放状態を示す平面概略図
【図５】同上の天面が１２角形のフラップ閉止状態を示す斜視図
【図６】同上の天面が８角形のフラップ開放状態を示す平面概略図
【図７】（７Ａ）～（７Ｄ）同上の補助罫線の他の例を示す部分拡大図
【図８】この発明の第２実施形態に係る周壁可変収納箱のブランクを示す裏面図
【図９】同上の組立時の天側のフラップ閉止前の状態を示す斜視図
【図１０】同上の補助罫線に沿った三角状部の折曲状態を示す斜視図
【図１１】同上の天面のフラップ閉止状態を示す斜視図
【図１２】同上の隅折繋部の張出状態を示す部分拡大斜視図
【図１３】従来の一般的なショートフラップ形式の収納箱を示す斜視図
【図１４】特許文献１に記載の天面８角形の収納箱を開蓋状態で示す斜視図
【発明を実施するための形態】
【００１９】
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　まず、この発明の第１実施形態を図１乃至図７に基づいて説明する。
【００２０】
　この周壁可変収納箱は、キャベツ、レタス、カボチャ等の球状農産物を収納するもので
あり、図１に示すような段ボールのブランクから形成される。このブランクでは、周壁１
を構成する部分において、コーナー部の縦罫線２を介して各一対の長さ方向の側板３と幅
方向の側板４とが交互に連設され、ブランクの一端部の側板３の外側端には、縦罫線２を
介して継代片５が連設されている。
【００２１】
　側板３，４の上端には、それぞれ天側のフラップ６，７が連設され、側板３，４の下端
には、それぞれ底側のフラップ８，９が連設されている。天側のフラップ６，７は、組立
状態で閉じたとき、天面に開口部が残存するように、底面を閉塞する底側のフラップ８，
９よりも短くなっている。
【００２２】
　また、一対の側板４の幅方向中間部の上部寄りには、把手穴１０ａが設けられ、一対の
フラップ８の幅方向中間部の先端寄りには、通気穴１０ｂが設けられている。
【００２３】
　そして、側板３，４が隣り合うそれぞれのコーナー部には、縦罫線２を挟んで下部から
上方へかけてテーパー状に間隔が広がる補助罫線１１が刻設され、これにより、縦罫線２
と補助罫線１１の間に三角状部１２が形成されている。
【００２４】
　また、継代片５及びこれに臨む側板３の端部と、その反対側の側板４の端部にも、組立
時に他のコーナー部と同様になるように、補助罫線１１が刻設され、三角状部１２が形成
されている。
【００２５】
　補助罫線１１は、段ボールを裏面から押圧した押罫線とされ、反対側の側板４と重なり
合う継代片５の補助罫線１１は、折曲抵抗を軽減するため、断続的に切目を入れたリード
罫とされている。
【００２６】
　三角状部１２の上端は、延長部分が連設されない開放端縁とされており、天側のフラッ
プ６，７の両側縁は、三角状部１２寄りの部分が斜めに切断されている。ブランクの中間
に位置するフラップ６の一方の側縁は、後述するロックが容易になるように、先端付近ま
で斜めに切断されている。
【００２７】
　また、三角状部１２の上端には、フラップ６，７の根元の罫線より少し低くなった補助
罫線１１側から組立時にコーナー部の中間となる縦罫線２側へかけて、上方へ突き出すよ
うに高くなるコーナー凸部１３が形成されている。
【００２８】
　このようなブランクは、製造工程において、各一対の側板３，４の境界の２本の縦罫線
２に沿って折り重ねられ、継代片５が反対側の側板４の側端部内面に貼り合わされて、偏
平な折畳状態とされる。
【００２９】
　上記のような周壁可変収納箱を組み立てて使用する際には、図２に示すように、周壁１
の各コーナー部を縦罫線２に沿って直角に折り曲げ、各一対の側板３，４をそれぞれ対向
させて、周壁１が四角筒状をなすようにし、底側のフラップ９を内側へ折り曲げ、これに
フラップ８を重ねるように折り曲げて、フラップ８，９をテープ等で閉じた状態に固定す
る。その後、天面の開口からキャベツ等の球状農産物を箱内に収納する。
【００３０】
　そして、図３に示すように、天側の各一対のフラップ６，７を、一方のフラップ６から
周方向に順次折り曲げ、最初に折り曲げたフラップ６の側縁に臨む部分を最後に折り曲げ
たフラップ７に乗り上げさせると、テープ等の封緘材を用いることなく、フラップ６，７
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を閉じた状態にロックすることができる。
【００３１】
　このとき、収納した内容物Ｃが周壁１の内法寸法に対して大きくない場合には、周壁１
は各コーナー部が縦罫線２に沿って９０°折れ曲がった四角筒状に維持され、天面は４角
形となっている。
【００３２】
　一方、図４及び図５に示すように、周壁１の内法寸法に対してやや大きな内容物Ｃを詰
め込んだ場合、天面が１２角形となるように、周壁１のコーナー部で補助罫線１１に沿っ
て三角状部１２が折れ曲がり、縦罫線２に沿った折り曲げが若干伸びて、フラップ６，７
の付根となる天面の対向辺の間隔がそれぞれ少し大きくなる。
【００３３】
　また、図６に示すように、周壁１の内法寸法に対してさらに大きな内容物Ｃを詰め込ん
だ場合、天面が８角形となるように、周壁１の三角状部１２の補助罫線１１に沿った折曲
角度が大きくなると共に、縦罫線２に沿った折り曲げが完全に伸びて、フラップ６，７の
付根となる天面の対向辺の間隔がそれぞれさらに大きくなる。
【００３４】
　このように、上記周壁可変収納箱では、内容物Ｃが大きくなるに従い、周壁１の三角状
部１２が補助罫線１１に沿って折れ曲がり、その折曲角度が次第に大きくなると共に、縦
罫線２に沿った折り曲げが伸びるので、フラップ６，７の付根となる天面の対向辺の間隔
がそれぞれ拡大し、周壁１が膨らんだ状態となり、周壁１の内法寸法を超える大きさの内
容物Ｃを詰め込んでも、周壁１が縦罫線２に沿って破れにくくなる。
【００３５】
　このため、上記周壁可変収納箱は、同程度の容積を有する一般的な収納箱に比べて、一
回り小さな内法寸法に設定して、材料に要するコストを抑制することができる。
【００３６】
　また、底面が４角形であることから、多くの農家が保有している半自動製箱機でも、一
般的な収納箱と同様に組み立てることができるので、使用する農家が新たな製箱機を導入
する必要もない。
【００３７】
　また、天面が１２角形や８角形となった状態では、複数の収納箱を積み上げた時、少な
くとも補助罫線１１のない通常の収納箱と同等以上の圧縮強度が確保される。
【００３８】
　さらに、三角状部１２の上端にコーナー凸部１３が形成されているので、積上荷重が垂
直荷重に対して座屈しにくいコーナー凸部１３で受け止められ、圧縮強度が高まり、内容
物Ｃの潰れや荷崩れが防止される。
【００３９】
　なお、上記実施形態では、各コーナー部において、縦罫線２とこれを挟む２本の補助罫
線１１とが縦罫線２の下端である底角で交わるものを例示したが、これらは必ずしも底角
で交わらなくてもよく、底角に達していなくてもよい。また、補助罫線１１が側板３，４
の上端に達していなくてもよい。
【００４０】
　例えば、図７（７Ａ）に示すように、縦罫線２とこれを挟む２本の補助罫線１１又はそ
の延長線とが底角の上方で交わるようにしてもよく、図７（７Ｂ）に示すように、これら
が底角の下方で交わるようにしてもよい。また、図７（７Ｃ）に示すように、縦罫線２を
挟む２本の補助罫線１１又はその延長線が上下にずれた位置で縦罫線２又はその下方への
延長線に交わるようにしてもよい。また、補助罫線１１は、図７（７Ｄ）に示すように、
コーナー部において、縦罫線２の片側にのみ刻設されていてもよい。
【００４１】
　次に、この発明の第２実施形態を図８乃至図１２に基づいて説明する。
【００４２】



(7) JP 2019-202823 A 2019.11.28

10

20

30

40

50

　この周壁可変収納箱もまた、上記第１実施形態と同様、キャベツ、レタス、カボチャ等
の球状農産物を収納するものであり、図８に示すような段ボールのブランクから形成され
る。このブランクでは、周壁１を構成する部分において、コーナー部の縦罫線２を介して
各一対の長さ方向の側板３と幅方向の側板４とが交互に連設され、ブランクの一端部の側
板３の外側端には、縦罫線２を介して継代片５が連設されている。
【００４３】
　側板３，４の上端には、それぞれ天側のフラップ６，７が連設され、側板３，４の下端
には、それぞれ底側のフラップ８，９が連設されている。天側のフラップ６，７は、組立
状態で閉じたとき、天面に開口部が残存するように、底面を閉塞する底側のフラップ８，
９よりも短くなっている。ブランクの中間に位置するフラップ６の一方の側縁は、後述す
るロックが容易になるように、先端付近まで斜めに切断されている。
【００４４】
　なお、継代片５は、組立時に反対側の上下のフラップ７，９に貼り着けて保形性を高め
るため、周壁１の上端及び下端よりもそれぞれ上方及び下方へ伸びている。
【００４５】
　また、一対の側板４の幅方向中間部の上部寄りには、把手穴１０ａが設けられ、一対の
フラップ８の幅方向中間部の先端寄りには、通気穴１０ｂが設けられている。
【００４６】
　そして、側板３，４が隣り合うそれぞれのコーナー部には、縦罫線２を挟んで下部から
上方へかけて弧状に湾曲して間隔が広がる補助罫線１１が刻設され、これにより、縦罫線
２と補助罫線１１の間に三角状部１２が形成されている。補助罫線１１は、段ボールを裏
面から押圧した押罫線とされている。
【００４７】
　また、継代片５及びこれに臨む側板３の端部と、その反対側の側板４の端部にも、組立
時に他のコーナー部と同様になるように、弧状に湾曲した補助罫線１１が刻設され、三角
状部１２が形成されている。
【００４８】
　さらに、フラップ６，７にも、側板３，４の補助罫線１１から連続して側縁に達するよ
うに、弧状に湾曲した補助罫線１１が刻設され、フラップ６，７の側縁と補助罫線１１の
間に三角状部１２が形成されている。補助罫線１１は、側板３，４とフラップ６，７の境
界の罫線に対し直角に交差している。
【００４９】
　側板３，４の三角状部１２の上端とフラップ６，７の側端部とは、隅折繋部１４を介し
て繋がり、隅折繋部１４は、補助罫線１１との交点からフラップ６，７の側縁へかけて間
隔が広がる繋部罫線１４ａ，１４ｂに挟まれたものとされている。また、継代片５の上方
への延長部にも隅折繋部１４が形成されている。
【００５０】
　繋部罫線１４ａは、側板３，４とフラップ６，７の境界の罫線を延長したものであり、
繋部罫線１４ｂは、フラップ６，７の側縁へ向けて上方へ傾斜するように、段ボールを裏
面から押圧して刻設した押罫線とされている。隅折繋部１４には、段ボールを厚さ方向に
押し潰す段潰し加工が施されている。
【００５１】
　このようなブランクは、製造工程において、各一対の側板３，４の境界の２本の縦罫線
２に沿って折り重ねられ、継代片５が反対側の側板４の側端部内面に貼り合わされ、継代
片５の上方及び下方への延長部がそれぞれ反対側のフラップ７，９に貼り合わされて、偏
平な折畳状態とされる。
【００５２】
　上記のような周壁可変収納箱を組み立てて使用する際には、図９に示すように、周壁１
の各コーナー部を縦罫線２に沿って直角に折り曲げ、各一対の側板３，４をそれぞれ対向
させて、周壁１が四角筒状をなすようにし、底側のフラップ９を内側へ折り曲げ、これに
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フラップ８を重ねるように折り曲げて、フラップ８，９をテープ等で閉じた状態に固定す
る。その後、天面の開口からキャベツ等の球状農産物を箱内に収納する。
【００５３】
　このとき、図１０に示すように、周壁１の内法寸法に対して大きな内容物Ｃを詰め込む
と、周壁１のコーナー部で補助罫線１１に沿って三角状部１２が折れ曲がり、縦罫線２に
沿った折り曲げが伸びて、フラップ６，７の付根となる天面の対向辺の間隔がそれぞれ大
きくなり、また、隅折繋部１４を介し、周壁１の三角状部１２に連動して、フラップ６，
７の側縁に臨む三角状部１２も補助罫線１１に沿って折れ曲がる。
【００５４】
　このような作用に伴い、内容物Ｃが大きくなるに従って、周壁１の三角状部１２が補助
罫線１１に沿って折れ曲がり、その折曲角度が次第に大きくなると共に、縦罫線２に沿っ
た折り曲げが伸びるので、フラップ６，７の付根となる天面の対向辺の間隔がそれぞれ拡
大し、周壁１が膨らんだ状態となり、周壁１の内法寸法を超える大きさの内容物Ｃを詰め
込んでも、周壁１が縦罫線２に沿って破れにくくなる。
【００５５】
　そして、図１１に示すように、天側の各一対のフラップ６，７を、一方のフラップ６か
ら周方向に順次折り曲げ、最初に折り曲げたフラップ６の側縁に臨む部分を最後に折り曲
げたフラップ７に乗り上げさせると、テープ等の封緘材を用いることなく、フラップ６，
７を閉じた状態にロックすることができる。
【００５６】
　上記のようにフラップ６，７を閉じると、図１２に示すように、繋部罫線１４ａは段ボ
ールの表面側が突き出す山折りとなり、繋部罫線１４ｂは段ボールの裏面側が窪む谷折り
となって、隅折繋部１４が繋部罫線１４ａ，１４ｂに沿って張り出すように折れ曲がり、
周壁１の形状が安定するので、フラップ６，７のロックが外れにくくなる。
【００５７】
　ところで、ショートフラップ型式の収納箱を用いたキャベツ等の農産物の輸送過程にお
いては、トラックの保冷庫に積み込んだ状態で、天面の開口部から露出した農産物に冷気
が直接触れることを防止すると共に、農産物の傷付きを防止するため、収納箱を天地反転
させて段積みすることがある。
【００５８】
　このように天地を反転させた状態でも、上記収納箱では、フラップを６，７のロックが
外れにくいので、農産物のこぼれ落ちが防止され、農産物を傷めることなく、輸送先に運
搬することができる。
【００５９】
　また、上記周壁可変収納箱は、上記第１実施形態のものと同様、同程度の容積を有する
一般的な収納箱に比べて、一回り小さな内法寸法に設定して、材料に要するコストを抑制
することができ、多くの農家が保有している半自動製箱機でも、一般的な収納箱と同様に
組み立てることができるので、使用する農家が新たな製箱機を導入する必要もない。
【００６０】
　なお、上記各実施形態において、補助罫線１１は、一般的な押罫線のほか、押罫線に断
続する切目を入れたリード罫や、切目のみを断続的に入れたミシン目としてもよく、ある
程度の幅をもって段ボールを厚さ方向に押し潰した段潰しによるものとしてもよい。
【００６１】
　また、４つのコーナー部の全てに補助罫線１１を刻設し、三角状部１２を形成したもの
を例示しているが、少なくとも１つのコーナー部をこのような構成としておくと、内容物
の大きさに応じて周壁１の天面側がある程度追従するので、一般的な収納箱よりも周壁１
が縦罫線２に沿って破れにくくなる。
【００６２】
　また、底面がＪＩＳ　Ｚ　１５０７の０２０１形式に準拠した通常のものについて例示
したが、底面の形式は、底面の隣り合うフラップ同士を貼り合わせ、対角から斜め方向の
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折目線を刻設したいわゆるワンタッチ底や、フラップ同士の噛み合わせによるいわゆる地
獄底としてもよく、特に限定されるものではない。
【符号の説明】
【００６３】
１　周壁
２　縦罫線
３，４　側板
５　継代片
６，７　フラップ（天側）
８，９　フラップ（底側）
１０ａ　把手穴
１０ｂ　通気穴
１１　補助罫線
１２　三角状部
１３　コーナー凸部
１４　隅折繋部
１４ａ，１４ｂ　繋部罫線
Ｃ　内容物

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】



(13) JP 2019-202823 A 2019.11.28

10

フロントページの続き

(74)代理人  100166796
            弁理士　岡本　雅至
(72)発明者  十代　賢司
            長野県長野市大字稲葉字日詰沖１７３１　レンゴー株式会社長野工場内
(72)発明者  阪野　一郎
            長野県長野市大字稲葉字日詰沖１７３１　レンゴー株式会社長野工場内
(72)発明者  河辺　敏郎
            長野県長野市大字稲葉字日詰沖１７３１　レンゴー株式会社長野工場内
(72)発明者  岩田　匡史
            長野県長野市大字稲葉字日詰沖１７３１　レンゴー株式会社長野工場内
Ｆターム(参考) 3E060 AA04  AB05  BA03  BC02  DA30  EA09  EA20 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

